
 
南相馬市生垣づくり助成金交付要綱の改正についての概要 

 
 
１ 改正の目的 

  三里住宅団地と西町土地区画整理事業創出宅地の土地については、「あっせ 
ん謝礼」「鹿島公園墓地使用料助成」「生垣づくり助成」の制度を設け宅地販 
売促進、定住化促進、緑の街づくり促進を図る趣旨により販売をおこなって 

 きたところである。 
生け垣づくり助成については、土地取得者の定住化と緑あふれた潤いと安 

らぎのある新しい街づくりを目的として平成２５年３月現在、両地区の３０ 
区画で本制度を活用した生垣の設置がおこなわれた。 
 制度要綱の資格要件では「施工完了した日から１年を経過した時をもって 
資格喪失する」と記載されているが事業の終期が定められていない。このこ 
とから、平成２４年１１月に生け垣を設置していない者に対し、施工の意向 
調査をおこなったところ、設置を予定している者の中で平成２７年度までに 
施工を見込んでいる者が多数を占めた。 

以上の結果を踏まえ平成２８年３月３１日限りの効力を失う要綱の改正を 
おこなうものである。 

 
２ 改正の内容 

（1） 平成２８年３月３１日限り、その効力を失う規定を加える。（附則第

３項関係） 

 （2） その他、用語の整理を行った。 

 

３ 施行期日 

  公布の日から施行する。 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

